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第 18 期有価証券報告書（自平成 28年１月１日 至平成 28年 12 月 31日）の 

提出期限延長に関する承認申請書の提出のお知らせ 

 

  当社は、平成 29年３月 27 日開催の当社臨時取締役会におきまして、以下のとおり、企業内容等の開示に関する

内閣府令第 15条の２第 1項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出をすることを決

議し、本日提出をいたしますので、お知らせいたします。 

 

１．対象となる有価証券報告書 

  第 18期有価証券報告書（自平成 28年１月１日 至平成 28年 12月 31日） 

 

２．延長前の提出期限 

  平成 29年３月 31日 

 

３．延長が承認された場合の提出期限 

  平成 29年４月 28日 

 

４．提出期限の延長を必要とする理由 

  当社は、平成 29年２月 27 日付「第三者委員会の設置及び第 18期 定時株主総会の延期に関するお知らせ」（以

下、「本リリース」）において公表いたしましたとおり、平成 28年 12月期の通期決算にかかる会計監査人の監査の過

程において、当社連結子会社であるＧＭＯ ＮＩＫＫＯ株式会社（以下、「ＧＭＯ ＮＩＫＫＯ」）における売上取引の一部

につき、計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じた旨の指摘を受け、追加的な監査手続が必要となりました。 

  当社は追加監査の前提となる事実関係の把握を目的として、本リリースに記載のとおり、当社と利害関係を有しな
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い外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、現在、調査が継続しております。当社は、これまで第三者委

員会の調査に全面的に協力しておりますが、その調査報告については、平成 29年４月中旬を目途に取り纏められ、

当社取締役会に報告される見込みです。従いまして、金融商品取引法第 24条１項に定める有価証券報告書の提出

期限である平成 29年３月 31日時点で、追加の監査手続に必要な事実確認を終了することが困難となりました。また、

最終報告書受領後の監査法人による追加の監査手続等の期間を考慮すると、有価証券報告書の提出は、平成 29年

４月下旬となる見込みであります。 

  以上のとおり、金融商品取引法第 24条１項に定める有価証券報告書の提出期限である平成 29年３月 31日まで

に第 18期有価証券報告書の提出ができないことが確実であるものと判断し、当該有価証券報告書の提出期限延長

につき申請を行うことといたしました。 

 

５．今後の見通し 

  今回の提出期限延長に関する申請が承認された場合、速やかにお知らせいたします。 

  また、有価証券報告書の提出期限延長に関する申請が承認された場合、その提出期限である平成 29年４月 28

日までに、第 18期有価証券報告書（自平成 28年１月１日 至平成 28年 12月 31日）の提出および決算短信等の訂

正開示を完了する予定であります。 

  株主や投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び

申し上げます。 

以上 


